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【お問い合わせ先】
　　　　　 町民課　☎22-3117
　大正町民生活課　☎27-0112
　十和町民生活課　☎28-5112

※ご不明の点などございましたらご連絡ください

児童手当制度拡充
　令和6年10月1日施行の児童手当法改正により、制度内容が拡充されました。
　実際の支給額に反映されるのは12月10日振込分からとなります。なお、手続きが必要な対象者には通知文書を
送付しておりますが、万が一、通知が届いておらず①～④のいずれかに該当する方は、下記までご連絡ください。

①高校生年代のお子さん（平成18年4月2日～平成21年4月1日生まれ）のみを養育しており、現在、
児童手当を受給していない方。
②高校生年代のお子さんを養育しており、現在、児童手当を受給している方。
③本年度の所得判定結果で上限を超過し、児童手当の支給対象外となっている方。
④大学生年代（平成14年4月2日～平成18年4月1日生まれ）の監護を要する生計同一のお子さん（仕送
りなど、保護者として養育していることが要件）がおり、そのお子さんを含め合計3人以上のお子さ
んを監護している児童手当受給中の方。

に伴う手続きについて

申請が必要な方

児童手当は申請しないと受給できません。申請漏れのないよう、くれぐれもご注意ください。

改正前

改正前
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申請について 児童手当は保護者のうち令和５年中の
所得が高い方が受給者となります。

町民課または各地域振興局で手続きしてください。
（公務員の方は勤務先に申請してください。）

高知県林業振興・環境部　木材増産推進課（森林整備担当）：０８８－８２１－４６０２　　
安芸林業事務所：０８８７－３４－１１８１　　中央東林業事務所：０８８７－５３－０６５７　嶺北林業振興事務所：０８８７－８２－０１６２
中央西林業事務所：０８８－８９３－１２９２　須崎林業事務所：０８８９－４２－２３７１　　幡多林業事務所：０８８０－３５－５９７７
もしくは、森林の所在する市町村、森林組合までお問い合わせください。

上記は、国および県の補助事業とその主な内容です。市町村によっては、独自の上乗せ（加算）などを行っている場合がありますので
ご確認ください。また、事業によって補助要件などがございます。詳しくは、森林の所在する下記の林業事務所にお問い合わせください。
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※児童を養育している方の所得が「所得制限額」以上、「所得上限額」
未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。
※第三子以降の算定対象は18歳到達後の最初の年度末まで。
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